
保
有
し
な
く
な
る
ま
で
の
期
間
又
は
症
状
が
消
失
す
る
ま
で
の
期
間
、
食
品
に
直
接
接
触
す
る
作

業
等
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
五
十
号
）（
み
ど
り
自
然
課
）

１

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
鑑

み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

鳥
獣
保
護
区
等
に
設
置
す
る
標
識
の
寸
法
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

知
事
は
、
特
別
保
護
指
定
区
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
保
護
指
定
区
域
内
に
標
識
を

設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）（
建
築
住

宅
課
）

１

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
施
行
に
鑑
み
、
同
法
の
居
住
制
限
者
に
係
る
県
営
住
宅
の
入
居
者

資
格
に
つ
い
て
は
、
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
及
び
入
居
者
又
は
同

居
親
族
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十

二
号
）（
議
会
）

１

本
県
の
財
政
状
況
等
に
鑑
み
、
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
を
減
額
す
る
期
間
の
終
期
を
、
現
行
平

成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
を
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
三
号
）（
警
察
本
部
組
織
犯

罪
対
策
課
）

１

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
理
を

行
う
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
条
例
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
等
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

目
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条
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梨
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○
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梨
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改
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す
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…
…
三

○
山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
…
…
…
…
三

る
条
例

○
山
梨
県
営
住
宅
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及
び
管
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例
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梨
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関
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条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）（
下
水
道
課
）

１

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
る
下
水
道
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
下
水
道
法
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

２

次
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
に
共
通
す
る
構
造

●

排
水
施
設
の
構
造

●

処
理
施
設
の
構
造

３
　
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

４
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
）（
衛
生
薬
務
課
）

１

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
政
令
等
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
施
行
に

よ
る
食
品
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
改
正
等
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
感
染
し
た
従
事
者
に
係
る
就
業
制
限
の
基
準
に
つ
い
て
、
病
原
体
を

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
月
十
日

号
外
第
五
十
七
号

水　曜　日

（ ）一（ ）二（ ）一（ ）二

（ ）一（ ）二

（ ）三



山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号

山
梨
県
下
水
道
法
施
行
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定

め
る
流
域
下
水
道
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
に
共
通
す
る
構
造
の
技
術
上
の
基
準
）

第
三
条
　
排
水
施
設
（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
及
び
処
理
施
設

（
こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
第
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
共
通
す
る
構
造
の
技
術
上
の
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
堅
固
で
耐
久
力
を
有
す
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
耐
水
性
の
材
料
で
造
り
、
か
つ
、
漏
水
及
び
地
下
水
の
浸
入
を
最
少

限
度
の
も
の
と
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

屋
外
に
あ
る
も
の
（
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な

い
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）
に
あ
っ
て
は
、
覆
い
又
は
柵
の
設
置
そ
の
他
下

水
の
飛
散
を
防
止
し
、
及
び
人
の
立
入
り
を
制
限
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

下
水
の
貯
留
等
に
よ
り
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
そ
の
他

の
腐
食
し
に
く
い
材
料
で
造
り
、
又
は
腐
食
を
防
止
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

地
震
に
よ
っ
て
下
水
の
排
除
及
び
処
理
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
地
盤
の
改
良
、
可
撓と
う

継
手
の

設
置
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
排
水
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
　
排
水
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一

排
水
管
の
内
径
及
び
排
水
渠き
ょ

の
断
面
積
は
、
規
則
で
定
め
る
数
値
を
下
回
ら
な
い
も
の
と
し
、

か
つ
、
計
画
下
水
量
に
応
じ
、
排
除
す
べ
き
下
水
を
支
障
な
く
流
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

流
下
す
る
下
水
の
水
勢
に
よ
り
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
あ
っ
て
は
、
減
勢
工
の
設
置

そ
の
他
水
勢
を
緩
和
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

暗
渠
そ
の
他
の
地
下
に
設
け
る
構
造
の
部
分
で
流
下
す
る
下
水
に
よ
り
気
圧
が
急
激
に
変
動
す

る
箇
所
に
あ
っ
て
は
、
排
気
口
の
設
置
そ
の
他
気
圧
の
急
激
な
変
動
を
緩
和
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

四

暗
渠
で
あ
る
構
造
の
部
分
の
下
水
の
流
路
の
方
向
又
は
勾
配
が
著
し
く
変
化
す
る
箇
所
そ
の
他

管
渠
の
清
掃
上
必
要
な
箇
所
に
あ
っ
て
は
、
マ
ン
ホ
ー
ル
を
設
け
る
こ
と
。

五

ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
に
は
、
蓋
（
汚
水
を
排
除
す
べ
き
ま
す
又
は
マ
ン
ホ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
、

密
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
蓋
）
を
設
け
る
こ
と
。

（
処
理
施
設
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
　
第
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
処
理
施
設
（
終
末
処
理
場
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
二
号

に
お
い
て
同
じ
。）
の
構
造
の
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

脱
臭
施
設
の
設
置
そ
の
他
臭
気
の
発
散
を
防
止
す
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

汚
泥
処
理
施
設
（
汚
泥
を
処
理
す
る
処
理
施
設
を
い
う
。
第
七
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
、
排
液
又
は
残
さ
い
物
に
よ
り
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康

の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
規
則
で
定
め
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
適
用
除
外
）

第
六
条
　
前
三
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
流
域
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

工
事
を
施
行
す
る
た
め
に
仮
に
設
け
ら
れ
る
流
域
下
水
道

二

非
常
災
害
の
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
る
流
域
下
水
道

（
終
末
処
理
場
の
維
持
管
理
）

第
七
条
　
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
終

末
処
理
場
の
維
持
管
理
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

活
性
汚
泥
を
使
用
す
る
処
理
方
法
に
よ
る
と
き
は
、
活
性
汚
泥
の
解
体
又
は
膨
化
を
生
じ
な
い

よ
う
に
エ
ア
レ
ー
シ
ョ
ン
を
調
節
す
る
こ
と
。

二

沈
砂
池
又
は
沈
殿
池
の
ど
ろ
た
め
に
砂
、
汚
泥
等
が
満
ち
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
除
去

す
る
こ
と
。

三

急
速
濾ろ

過
法
に
よ
る
と
き
は
、
濾
床
が
詰
ま
ら
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
そ
の
洗
浄
等
を
行
う
と

と
も
に
、
濾
材
が
流
出
し
な
い
よ
う
に
水
量
又
は
水
圧
を
調
節
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
の
ほ
か
、
施
設
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

五

臭
気
の
発
散
及
び
蚊
、
は
え
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
構
内
の
清
潔
を
保
持
す

る
こ
と
。

六

前
号
の
ほ
か
、
汚
泥
処
理
施
設
に
は
、
汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
、
排
液
又
は
残
さ
い
物
に
よ

り
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
規
則
で
定
め
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

（
委
任
）

第
八
条
　
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

二



山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
五
十
条
第
二
項
及
び
第
五
十
一
条
の
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
必
要
な
基

準
（
以
下
「
管
理
運
営
の
基
準
」
と
い
う
。）
及
び
営
業
施
設
の
公
衆
衛
生
の
見
地
か
ら
必
要
な
基
準

（
以
下
「
営
業
施
設
の
基
準
」
と
い
う
。）
そ
の
他
法
」
を
削
り
、「
事
項
に
つ
い
て
」
を
「
事
項
を
」

に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
条
中
「
営
業
施
設
の
」
を
「
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
営
業
の
施
設
に
係
る
同
条
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
中
「
管
理
運
営
の
」
を
「
法
第
五
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
営
業
の
施
設
の
内
外
の
清
潔
保

持
、
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
そ
の
他
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第

三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
食
品
衛
生
検
査
施
設
の
設
備
及
び
職
員
の
配
置
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
が
設
け
る
食
品
衛
生
検
査
施
設
（
次
項
に
お
い
て

「
食
品
衛
生
検
査
施
設
」
と
い
う
。）
の
設
備
に
係
る
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第

二
百
二
十
九
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
基
準
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
理
化
学
検
査
室
、
微
生
物
検
査
室
、
動
物
飼
育
室
、
事
務
室
等
を
設
け
る
こ
と
。

二

純
水
装
置
、
定
温
乾
燥
器
、
デ
ィ
ー
プ
フ
リ
ー
ザ
ー
、
電
気
炉
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
、
分

光
光
度
計
、
高
圧
滅
菌
器
、
乾
熱
滅
菌
器
、
恒
温
培
養
器
、
嫌
気
培
養
装
置
、
恒
温
槽
そ
の
他
の

検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
機
械
及
び
器
具
類
を
備
え
る
こ
と
。

２

食
品
衛
生
検
査
施
設
の
職
員
の
配
置
に
係
る
政
令
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
基

準
は
、
検
査
又
は
試
験
の
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

別
表
第
一
中
「
第
二
条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
ロ
●
中
「
塵
埃
じ
ん
あ
い

」
を
「
じ
ん
あ
い
」

に
改
め
、
同
号
ニ
●
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
号
ニ
●
中
「
ふ
た
付
き
」
を
「
蓋
付
き
」
に

改
め
、
同
表
第
二
号
ロ
●
中
「
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
感
染
症
若
し
く
は
食
品
に
よ
り
媒
介

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
疾
患
の
患
者
又
は
同
法
第
六
条
第
十
項
に
規
定
す
る
無
症
状
病
原
体
保
有
者
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
」
を
「
食
品
を
介
し
て
感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

が
疑
わ
れ
る
症
状
を
呈
し
て
い
る
」
に
改
め
、「
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
、
及
び
そ
の
従
事
者
が

病
原
体
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
ま
で
の
間
」
を
削
り
、「
さ
せ
な
い
」
の
下
に
「
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、
医
師
の
診
断
を
受
け
さ
せ
る
」
を
加
え
、
同
号
ロ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

●

従
事
者
が
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
の
患
者
又
は
無
症
状
病
原
体

保
有
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
従
い
、
食
品
等
、
器
具

及
び
容
器
包
装
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

別
表
第
一
第
二
号
ハ
●
中
「
つ
め
」
を
「
爪
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
イ
●
中
「
す
き
間
」
を
「
隙
間
」

に
改
め
、
同
号
ハ
●
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
イ
●
中
「
配
ぜ
ん
室
又
は
配
ぜ
ん

棚
」
を
「
配
膳
室
又
は
配
膳
棚
」
に
改
め
、
同
号
ハ
●
中
「
焼
き
が
ま
」
を
「
焼
き
釜
」
に
改
め
、
同

号
ニ
●
中
「
煮
沸
が
ま
」
を
「
煮
沸
釜
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
●
及
び
ト
●
中
「
自
動
充
て
ん
機
」
を

「
自
動
充
填
機
」
に
改
め
、
同
号
チ
●
中
「
製
品
充
て
ん
包
装
室
」
を
「
製
品
充
填
包
装
室
」
に
改
め
、

同
号
ワ
●
中
「
充
て
ん
機
」
を
「
充
填
機
」
に
改
め
、
同
号
ツ
●
、
ネ
●
及
び
ム
●
中
「
充
て
ん
室
」

を
「
充
填
室
」
に
改
め
、
同
号
ム
●
中
「
充
て
ん
機
」
を
「
充
填
機
」
に
改
め
、
同
号
ヰ
●
中
「
蒸
煮

が
ま
」
を
「
蒸
煮
釜
」
に
改
め
、
同
号
ノ
●
中
「
充
て
ん
室
」
を
「
充
填
室
」
に
改
め
、
同
号
ノ
●
中

「
蒸
煮
が
ま
」
を
「
蒸
煮
釜
」
に
、「
充
て
ん
機
」
を
「
充
填
機
」
に
改
め
、
同
号
オ
●
中
「
充
て
ん
室
」

を
「
充
填
室
」
に
改
め
、
同
号
オ
●
及
び
ク
●
中
「
充
て
ん
機
」
を
「
充
填
機
」
に
改
め
、
同
号
ヤ
●

及
び
マ
●
中
「
煮
沸
が
ま
」
を
「
煮
沸
釜
」
に
改
め
、
同
号
ケ
●
中
「
製
め
ん
機
、
ゆ
で
が
ま
、
洗
め

ん
水
槽
」
を
「
製
麺
機
、
ゆ
で
釜
、
洗
麺
水
槽
」
に
改
め
、
同
号
ケ
●
中
「
乾
め
ん
」
を
「
乾
麺
」
に

改
め
、
同
号
ケ
●
中
「
生
め
ん
、
ゆ
で
め
ん
」
を
「
生
麺
、
ゆ
で
麺
」
に
、「
ふ
た
つ
き
」
を
「
蓋
付

き
」
に
改
め
、
同
号
フ
●
中
「
蒸
煮
が
ま
」
を
「
蒸
煮
釜
」
に
改
め
、
同
号
コ
●
中
「
充
て
ん
室
」
を

「
充
填
室
」
に
改
め
、
同
号
コ
●
中
「
蒸
煮
が
ま
、
充
て
ん
機
」
を
「
蒸
煮
釜
、
充
填
機
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
五
十
号

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

三
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山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
条
例
第

十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
条
例
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
標
識
）

第
四
条
　
法
第
十
五
条
第
十
四
項
た
だ
し
書
（
法
第
二
十
八
条
第
九
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
三
十
四
条
第
七
項
（
法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
標
識
の
寸
法
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

す
る
。

２

知
事
は
、
特
別
保
護
指
定
区
域
（
法
第
二
十
九
条
第
七
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す

る
区
域
を
い
う
。
別
表
第
三
に
お
い
て
同
じ
。）
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
特
別
保
護
指
定
区
域

内
に
別
表
第
三
に
規
定
す
る
標
識
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

四



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

五

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

六



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

七



山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

八

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）



附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
第
二
十
一
条
」
の
下
に
「
又
は
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
五
十
二
号

山
梨
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例
に
関
す
る
条
例（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
項
中
「
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
十
一
月
三
十
日
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
五
十
三
号

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
七
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
十
日

九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
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